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京都府総合リハビリテーション連携指針

〈趣旨〉

京都府では、府民が住み慣れた地域で安心して、いきいきと暮らせるよう、急性期

から回復期、生活期まで継続したリハビリテーション（以下、「リハ」）提供体制の整

備を目的に、平成2５年度にアクションプランとして策定した「総合リハビリテーシ

ョン推進プラン（第２期）」に基づき進めてきた総合リハ充実事業の成果を検証し、さ

らなる高齢化の進行に伴うリハ需要増加と障害児・者リハのニーズ等に応えるため、

「京都府総合リハビリテーション連携指針」を策定します。

なお、この指針は、「京都府保健医療計画」、「京都府高齢者健康福祉計画」、「京都

府障害者基本計画」等の計画と一体的な事業の推進を行うものです。

また、関係機関等は、この指針の内容を踏まえ、総合リハに係る課題の解決と適切

なリハの提供に向けて行動していただきますようお願いします。

〈達成したい具体的な目標〉

【急性期から回復期、生活期まで継続した、さらなるリハの充実】

○ 誰もが住み慣れた地域で、急性期から回復期、在宅リハに対応する医師（かかり

つけ医、開業医）が適切にリハの指示をだし、それに対応できるリハ専門職がいる

病院、施設が充実し、在宅で安心して暮らせる体制の構築

【各地域で適切で質の高いリハが提供できる体制の構築】

○ 総合リハ（医学・教育・職業・社会的リハ）提供体制を充実させ、高齢者や障害

児・者を支える取組を定着させるため、京都府、京都地域包括ケア推進機構、地域

リハ支援センター、市町村、関係団体、大学、病院、施設等の連携を強め、適切で

質の高いリハが各地域で提供できる体制の構築

〈施策の方向〉
《４つの柱》

１ 人材の確保・育成

【量の充足】
○ リハ専門医や在宅等においてリハに対応できる医師（かかりつけ医等）、リハ専門
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職（特に作業療法士、言語聴覚士）を育成するとともに、各リハ分野と地域的な偏

在の解消を図ります。

□ リハ専門医等の確保・育成

◆ リハビリテーション教育センターによるリハに対応できる医師（かかりつけ医

等）の養成

・座学研修、実践セミナー、実地研修の開催

◆ 府立医科大学リハビリテーション医学教室によるリハ専門医等の養成

□ リハ専門職の確保・育成

◆ 理学療法士等修学資金貸与事業

・ 不足地域等対象を重点化し、貸与事業を実施（北部等）

・ 他府県出身者を別枠で確保

・ 特に不足している作業療法士、言語聴覚士の確保

◆ リハ就業フェアの開催

・ リハ専門職に特化し、北部地域や介護系施設等を含めた就業フェアの開催

◆ 府内の高校生及び進路指導教員へリハ専門職の業務内容の紹介等を実施

（府立高校全58校、私立高校全4１校）

□ 障害児・者リハを担う人材の確保・育成

◆ 障害児・者（訪問等）リハを担う人材に対する研修会等の実施

◆ 障害児・者をテーマにした研修会の実施

【質の確保】

○ リハ専門医、リハ専門職、看護職・介護職等のリハ従事者等のさらなる質の確保

を図ります。

□ リハ専門医等の確保・育成〈再掲〉

◆ リハビリテーション教育センターによるリハに対応できる医師（かかりつけ医

等）の養成

・ 座学研修、実践セミナー、実地研修の開催

◆ 府立医科大学リハビリテーション医学教室によるリハ専門医等の養成

□ リハ専門職等の質の確保

◆ 府リハビリテーション支援センター等による研修会の実施

・ リハ専門職受入研修〈病院等でのリハ専門職の受入研修〉

・ リハ専門職研修〈保健所・市町村対象、老健施設に勤務するリハ専門職対象〉

・ 北部専門職技術向上研修（リハビリテーション三療法士会協議会へ委託）

・ 北部在宅リハ研修〈在宅リハ従事者向け研修〉

・ チーム医療としての技術向上研修

・ 摂食嚥下研修会の内容の充実

□ 看護職・機能訓練指導員等のリハに対する専門的な理解や知識の習得
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◆ 府リハビリテーション支援センター、地域リハビリテーション支援センターに

よるリハに関わる看護師等に対する研修会、技術支援、訪問相談等の実施

◆ 介護老人福祉施設における機能訓練指導員等に対する研修会の実施

□ 介護・福祉人材のリハに対する基礎的な理解や知識の習得

◆ 介護・福祉人材の確保と連携した初任者等に対する人材育成・研修会等の実施

□ 認知症にも対応できるリハ専門職等の育成

◆ 介護老人保健施設における認知症短期集中リハ等、リハ専門職等に対する研修

・講習会の開催

□ 市町村の地域リハ活動支援

◆ 市町村における介護予防事業等に参画できるリハ専門職の養成・派遣

・地域人材養成研修（リハビリテーション三療法士会協議会と連携実施）

・介護予防事業等への派遣調整（地域リハビリテーション支援センターと連携

実施）

２ 施設の拡充

【量の充足・質の確保】
○ 急性期・回復期機能の拡充や、生活期における外来及び在宅系のリハサービスの

さらなる充実を図るとともに、先端的リハ治療の普及促進に努めます。

□ 先端的リハ治療・機器の普及促進

◆ 先端治療の効果検証

◆ 検証を踏まえた普及促進

◆ 先端的リハ治療法や機器の普及促進

◆ リハ・介護ロボットの導入やリーダー養成

□ 回復期機能を有する病床や外来・在宅リハサービスの充実

◆ 回復期リハ病棟を軸とする回復期の機能を有する病床の充実促進

◆ 訪問リハ事業所の整備促進

３ 連携体制の構築

○ 圏域内の医療機関、施設等における医療系従事者（医師、看護師、リハ専門職等）、

介護系従事者（社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員（以下、「ケアマネ」）等）

の多職種や障害者サービスなどの従事者、そして多施設とのさらなる連携を図りま

す。

□ 連携体制の充実・強化（地域リハビリテーション支援センターの充実）

◆ 高齢者のリハに加え、障害児・者のリハに関する研修機能や調整機能を強化す

るとともに、各圏域において地域リハビリテーション支援センター、保健所、
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市町村、病院、施設、ケアマネ等との一層の連携強化

□ 北部地域・南部地域における機能強化

◆ 北部リハビリテーション支援センターが中心となり、北部地域における地域リ

ハビリテーション支援センター、府立医科大学附属北部医療センター等の医療

機関、介護施設、福祉施設等との連携促進

◆ 府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院等におけるリハ機能

充実及び地域の医療機関、施設等との連携促進

□ 歯科医師等との連携強化

◆ 歯科医師、歯科衛生士等への研修会の実施

・ 事例検討会等への参加

・ 言語聴覚士との連絡会議の実施

□ 看護職・機能訓練指導員等のリハに対する専門的な理解や知識の習得〈再掲〉

◆ 府リハビリテーション支援センター、地域リハビリテーション支援センターに

よるリハに関わる看護師等に対する研修会、技術支援、訪問相談等の実施

◆ 介護老人福祉施設における機能訓練指導員等に対する研修会の実施

□ 地域包括ケアシステムとの連携強化

◆ 地域包括支援センター及びケアマネ等に対するリハ知識の普及

・ 地域包括支援センター等に対する助言

・ 従事者への訪問指導

・ 圏域内病院・施設の窓口担当者との定期的協議、事例検討会・連携ツール勉

強会等の実施

□ 地域連携パス等施設間連携ツールの普及・充実

◆ 地域連携パス等施設間連携ツールの普及・充実を図ることにより、切れ目のな

い医療・介護の提供を推進

□ 障害児・者支援のための連携体制構築

◆ 障害児・者リハの充実のためのリハに係る関係団体や小児医療関係機関等によ

る小児リハ懇談会の開催

◆ 周産期等における退院後の在宅での支援のためのネットワーク構築

□ 高次脳機能障害者への地域リハ支援の充実・強化

◆ 北部リハビリテーション支援センターの相談支援機能強化や京都府立心身障害

者福祉センターとの連携強化

◆ 地域リハビリテーション支援センターや保健所、市町村、障害者支援機関等と

連携した支援体制の構築

◆ 北部、南部、京都市域で就労・社会参加に向けた支援ネットワーク会議の開催

◆ 医療・教育・福祉機関等と連携した高次脳機能障害児支援体制づくり

○ 大規模災害発生時に、災害弱者や被災高齢者等の生活不活発病の予防に対する適切

な対応等が可能となるよう、リハ関係者等への周知や支援等に努めます。
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□ 京都ＪＲＡＴとの連携等

◆ 京都ＪＲＡＴとの連携や、災害時活動におけるリハの重要性の周知等、地域リ

ハの中に防災の要素を盛り込む。

４ 総合リハ推進体制の構築

○ 介護・医療・福祉の連携を促進し、在宅リハのさらなる推進を図るため、地域包

括ケアシステム（推進機構）と連携した取組を進めます。

□ 府リハビリテーション支援センターの機能強化

◆ 関係各課との連携を密にするとともに、リハ部会を開催して、府リハビリテー

ション支援センターにおける施策企画、立案機能を強化

□ 北部地域におけるリハ支援機能の強化

◆ リハ専門職等の人材確保が困難な北部地域において、総合リハをさらに推進す

るため設置した「北部リハビリテーション支援センター」による支援の充実

□ 地域リハビリテーション支援センターの機能強化〈一部再掲〉

◆ 地域リハビリテーション支援センターにセンター長（医師）、コーディネータ

ー（リハ専門職等）を配置

◆ 各圏域の保健所と地域リハビリテーション支援センターが一体となり、各市町

村等の地域リハ活動を支援し、地域リハを推進

◆ 高齢者のリハに加え、障害児・者のリハに関する研修機能や調整機能を強化す

るとともに、各圏域において地域リハビリテーション支援センター、保健所、

市町村、病院、施設、ケアマネ等との一層の連携強化〈再掲〉

□ 府の関係課等との一層の連携強化

◆ 関係課等（こども・青少年総合対策室、高齢者支援課、地域福祉推進課、障害

者支援課、健康対策課、医療課、地域包括ケア推進機構等）との一層の連携強化

□ 地域包括ケアシステムとの連携強化〈再掲〉

◆ 地域包括支援センター及びケアマネ等に対するリハ知識の普及

・ 地域包括支援センター等に対する助言

・ 従事者への訪問指導

・ 圏域内病院・施設の窓口担当者との定期的協議、事例検討会・連携ツール勉

強会等の実施


